
○北杜市地下水採取の適正化に関する条例
平成16年11月1日
条例第229号

(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、地下水の採取に必要な規制を行い、北杜市の全域につ
いて地下水の自然涵養と保全に努めるとともにその適正な利用を図ることで、公共用の水道資源及び湧水資源を
保全し、あわせて大量採取による地盤沈下を未然に防止し、もって住みよい生活環境を確保することを目的とす
 る。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下水 事業用又は生活の用に供するため、井戸により採取する水をいう。
(2) 井戸 人力又は動力を用いて地下水を採取するための施設及び自噴井施設であって、公用又は公共用以外の
ものをいう。
(3) 井戸設置者 井戸を設置し、又は既設の井戸の利用形態を変更(井戸の口径及び深さを変更し、並びに揚水機
の種類、能力及び吐出口の合計断面積を大きくする場合をいう。以下同じ。)しようとする者をいう。

(規制地域の指定)
第3条 この条例で地下水の採取を規制する地域(以下「規制地域」という。)は別表のとおりとする。

(規制地域での地下水採取の制限)
第4条 規制地域内において井戸を設置又は変更してはならない。ただし、市長が公共の用に供するために必要が
あると認めたものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により井戸を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可)
第5条 規制地域外において井戸を設置しようとする者又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければな
らない。ただし、国又は地方公共団体が行うもので、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない
。

(許可の申請)
第6条 第4条第2項及び前条の規定による許可を受けようとする者は、工事に着手しようとする30日前までに、規
則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)
第7条 地下水採取に係る許可基準は、次に定めるところによる。
(1) 県又は市が定める土地利用計画に反しないこと。
(2) 隣接する既設井戸に支障を及ぼさない程度の採取量であること。
(3) 他の水をもって替えることが困難なこと。
(4) 地下水を申請の用途に供することが、必要かつ適当と認められること。
(5) 排水施設が十分講じられていること。
(6) 量水器が設置されていること。
(7) 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出防止対策が講じられていること。
(8) その他市長が必要と認める事項

(工事の完了検査)
第8条 許可を受けて井戸を設置し、又は変更した者は、当該工事が完了したときには、完了の日から14日以内に
規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、掘削深度その他必要な事項について市長の確認を受けなけ
ればならない。

(土地利用審議会への諮問)
第9条 市長は、必要に応じ、地下水の採取等に関する事項を調査審議するため、北杜市土地利用審議会(北杜市
まちづくり条例(平成23年北杜市条例第2号)第24条第1項に規定する審議会)に諮問し、意見を聴くものとする。

(地下水採取者の責務)
第10条 井戸により地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、当該井戸に関して地下水の採取の
適正化と地下水の水源の保全に努めなければならない。
2 地下水採取者は、共同で地下水を飲用水として使用するときには、定期的に水質検査を受け、飲用に適するよ
う努めなければならない。



3 前項の水質検査において、飲用水として不適当な場合は、飲用水として適するよう努めなければならない。

(資料の提出及び立入調査)
第11条 市長は、この条例を施行するため井戸設置者又は地下水採取者から井戸に関する資料を提出させ、又は
当該職員を土地に立ち入らせて、井戸に関する調査を行わせることができる。
2 前項の調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示し
なければならない。

(地下水採取者に対する指導又は勧告)
第12条 市長は、前条に規定する報告又は調査の結果、必要があると認めるとき、又は地下水の枯渇が著しく、
公共用の水道水源及び個人の井戸等に影響があると認められるときは、地下水採取者に対し、相当の期間を定め
、取水量の制限その他地下水源の保全上必要な指導又は勧告を行うことができる。

(許可の失効)
第13条 地下水採取者がその許可施設につき地下水を採取しなくなったとき、又はその施設を廃止したときは、
当該施設に係る許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)
第14条 市長は、地下水採取者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、又は第7条の規定による基準に
違反した者及び許可の日から6月を経過しても工事に着手せず、なお着工して1年を経過しても完成しない者に対
して、その許可を取り消すことができる。ただし、特別な事情により工事を行うことが困難な場合は、その旨を
市長に届け出るものとする。
2 市長は、第4条第2項又は第5条の規定に違反して、許可を受けずに地下水採取のための施設を設置中の者又は
地下水の採取を行っている者については、直ちにその行為を中止させ、原状に復旧させる等必要な措置を命ずる
ことができる。

(委任)
第15条 この条例を定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第2項又は第5条に規定する許可を受けなかった者又は虚偽の申請をして許可を受けた者
(2) 正当な理由がなく第11条第1項の規定による資料の提出を拒み、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者

(両罰規定)
第17条 法人又は法人の代表者若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関し
、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して同条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明野村地下水の採取適正化に関する条例(昭和48年明野村条例第9
号)、高根町地下水保全条例(平成11年高根町条例第5号)、長坂町地下水採取の適正化に関する条例(平成12年長
坂町条例第45号)、大泉村水資源の確保と保護に関する条例(平成14年大泉村条例第2号)又は白州町地下水保全条
例(平成8年白州町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他
の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(小淵沢町の編入に伴う経過措置)
4 小淵沢町の編入の日前に、小淵沢町地下水資源の保護及び採取適正化に関する要綱(平成7年小淵沢町要綱第2
号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす
。

附則(平成17年12月16日条例第211号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。

附則(平成23年9月30日条例第36号)



この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分
指定地域

公共用水道水源の周辺地域
公共用水道の水源から半径250m以内の地域

湧水資源の重要な地域
大湧水の周辺地域
大湧水(北杜市大泉町谷戸5681―2番地)を中心として、東は上流唐沢川、下流泉川、西は宮川、南は農道大泉谷
戸51号線、北はJR小海線を境として囲まれた地域

その他の湧水地域
湧水から500m以内の地域

地形上地下水資源のきわめて重要な地域
長坂町の区域でJR小海線から上の地域


